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  議 会 事 務 局 長  一 圓 幹 生   議会事務局書記  横 田 恵  子 

  議会事務局書記  入 野 美 紀 

市長提出議案の題目  
 議案第  ５号 令和８年度香美市一般会計予算  

 議案第  ６号 令和８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算  
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 議案第  ８号 令和８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算  

 議案第  ９号 令和８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算  

 議案第 １０号 令和８年度香美市水道事業会計予算  

 議案第 １１号 令和８年度香美市簡易水道事業会計予算  

 議案第 １２号 令和８年度香美市下水道事業会計予算  

 議案第 １４号 令和７年度香美市一般会計補正予算（第１１号）  

 議案第 １５号 令和７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第５

号） 

 議案第 １６号 令和７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）  

 議案第 １７号 令和７年度香美市水道事業会計補正予算（第３号）  

 議案第 １８号 令和７年度香美市簡易水道事業会計補正予算（第３号）  

 議案第 １９号 令和７年度香美市下水道事業会計補正予算（第３号）  

 議案第 ２０号 情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について  

 議案第 ２１号 香美市分担金徴収条例の制定について  

 議案第 ２２号 香美市立愛と勇気の物語交流館の設置及び管理に関する条例の制定に

ついて  

 議案第 ２３号 香美市議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の制定について  

 議案第 ２４号 香美市職員等の旅費に関する条例の制定について  

 議案第 ２５号 香美市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について  

 議案第 ２６号 香美市立地域福祉センター土佐山田の設置及び管理に関する条例の制

定について  

 議案第 ２７号 香美市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ２８号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ２９号 香美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 議案第 ３０号 香美市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定
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について  

 議案第 ３１号 香美市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ３２号 香美市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

 議案第 ３３号 香美市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ３４号 香美市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ３５号 香美市保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ３６号 香美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ３７号 香美市営多目的集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

 議案第 ３８号 香美市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ３９号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ４０号 市有財産の無償貸付けについて  

 議案第 ４２号 美良布地区集落活動センターの指定管理者の指定について  

 議案第 ４３号 大井平体験実習館の指定管理者の指定について  

 議案第 ４４号 奥物部ふれあいプラザの指定管理者の指定について  

 議案第 ４５号 香美市立高齢者生活福祉センターこづみの指定管理者の指定について  

 議案第 ４６号 香美市立物部歯科診療所の指定管理者の指定について  

 議案第 ４７号 市道の路線認定について  

 議案第 ４８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について  

 議案第 ４９号 香美市過疎地域持続的発展計画の策定について  

議員提出議案の題目  
 な  し 

議事日程  
令和８年香美市議会定例会３月定例会議議事日程  

                       （審議期間第１５日目 日程第５号） 

令和８年３月６日（金） 午前９時開議 

 日程第１ 議案第  ５号  令和８年度香美市一般会計予算  

 日程第２ 議案第  ６号  令和８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算  

 日程第３ 議案第  ７号  令和８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算  

 日程第４ 議案第  ８号  令和８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）予算  

 日程第５ 議案第  ９号  令和８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算  

 日程第６ 議案第 １０号  令和８年度香美市水道事業会計予算  
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 日程第７ 議案第 １１号  令和８年度香美市簡易水道事業会計予算  

 日程第８ 議案第 １２号  令和８年度香美市下水道事業会計予算  

 日程第９ 議案第 １４号  令和７年度香美市一般会計補正予算（第１１号）  

 日程第10 議案第 １５号  令和７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第５号）  

 日程第11 議案第 １６号  令和７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号） 

 日程第12 議案第 １７号  令和７年度香美市水道事業会計補正予算（第３号）  

 日程第13 議案第 １８号  令和７年度香美市簡易水道事業会計補正予算（第３号）  

 日程第14 議案第 １９号  令和７年度香美市下水道事業会計補正予算（第３号）  

 日程第15 議案第 ２０号  情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について  

 日程第16 議案第 ２１号  香美市分担金徴収条例の制定について  

 日程第17 議案第 ２２号  香美市立愛と勇気の物語交流館の設置及び管理に関する条

例の制定について  

 日程第18 議案第 ２３号  香美市議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の制定について  

 日程第19 議案第 ２４号  香美市職員等の旅費に関する条例の制定について  

 日程第20 議案第 ２５号  香美市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について  

 日程第21 議案第 ２６号  香美市立地域福祉センター土佐山田の設置及び管理に関す

る条例の制定について  

 日程第22 議案第 ２７号  香美市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 日程第23 議案第 ２８号  香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第24 議案第 ２９号  香美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

 日程第25 議案第 ３０号  香美市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

 日程第26 議案第 ３１号  香美市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第27 議案第 ３２号  香美市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

 日程第28 議案第 ３３号  香美市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  
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 日程第29 議案第 ３４号  香美市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第30 議案第 ３５号  香美市保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第31 議案第 ３６号  香美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第32 議案第 ３７号  香美市営多目的集会所の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

 日程第33 議案第 ３８号  香美市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第34 議案第 ３９号  香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第35 議案第 ４０号  市有財産の無償貸付けについて  

 日程第36 議案第 ４２号  美良布地区集落活動センターの指定管理者の指定について  

 日程第37 議案第 ４３号  大井平体験実習館の指定管理者の指定について  

 日程第38 議案第 ４４号  奥物部ふれあいプラザの指定管理者の指定について  

 日程第39 議案第 ４５号  香美市立高齢者生活福祉センターこづみの指定管理者の指

定について  

 日程第40 議案第 ４６号  香美市立物部歯科診療所の指定管理者の指定について  

 日程第41 議案第 ４７号  市道の路線認定について  

 日程第42 議案第 ４８号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について  

 日程第43 議案第 ４９号  香美市過疎地域持続的発展計画の策定について  

会議録署名議員  
 ９番、舟谷千幸君、１１番、山崎晃子君（審議期間第１日目に審議期間を通じ指名）  
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議事の経過  
（午前 ９時０１分 開議） 

○議長（利根健二君）   ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますの

で、これから、本日の会議を開きます。  

  初めに、執行部から発言を求められておりますので許可いたします。管財課、三谷課

長。 

○管財課長（三谷恵司君）    令和８年香美市議会定例会３月定例会議の一般質問にお

ける私の答弁につきまして、２点ほど訂正を申し入れさせていただきます。  

まず、３月３日の公文直樹議員の公用車の修繕費用等についての一般質問に対する答

弁で、「おっしゃるとおりです」と発言した部分を「修繕費用は市有物件災害共済会か

ら直接修理業者に支払われ、限度額超過分等については市の修繕費から支払うことにな

ります」に、また、３月４日の西村剛治議員の市営団地についての一般質問に対する答

弁で、「特定優良賃貸住宅」と発言した部分を「特定公共賃貸住宅」に訂正いただきま

すようお願いいたします。  

○議長（利根健二君）    ただいま、管財課、三谷課長から、公文直樹議員の公用車の

修繕費用についての一般質問に対する答弁で、「おっしゃるとおりです」と発言した部

分を「修繕費用は市有物件災害共済会から直接修理業者に支払われ、限度額超過分等に

ついては市の修繕費から支払うことになります」に、また、西村剛治議員の市営団地に

ついての一般質問に対する答弁で、「特定優良賃貸住宅」と発言した部分を「特定公共

賃貸住宅」に訂正したいとの申し出がありました。これを許可することに異議ありませ

んか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。したがって、管財課、三谷課長からの

発言訂正の申し出を許可することに決定いたしました。  

次に、提出議案の一部訂正の申し出があっておりますので、説明を求めます。農林課、

川島課長。 

○農林課長（川島進君）   議案書の訂正をお願いいたします。議案第２１号、香美市

分担金徴収条例の制定についてでございます。  

３ページ目、別表中「こうち農業総合確立支援事業」とありますが、正しくは「こう

ち農業確立総合支援事業」です。途中の単語が前後していました。タブレットには修正

後のものを掲載しております。確認不足で大変申し訳ございませんでした。よろしくお

願いいたします。  

○議長（利根健二君）    お諮りします。ただいま申し出がありました、議案第２１号

の訂正を許可することに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。したがって、議案第２１号の訂正を許
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可することに決定いたしました。  

議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

これから、議案質疑を行います。  

  日程第１、議案第５号、令和８年度香美市一般会計予算から、日程第１４、議案第１

９号、令和７年度香美市下水道事業会計補正予算（第３号）まで、以上１４件を一括議

題といたします。 

  これらの議案について、質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１５、議案第２０号、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑は

ありませんか。  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１６、議案第２１号、香美市分担金徴収条例の制定について、本案について質

疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１７、議案第２２号、香美市立愛と勇気の物語交流館の設置及び管理に関する

条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１８、議案第２３号、香美市議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１９、議案第２４号、香美市職員等の旅費に関する条例の制定について、本案

について質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２０、議案第２５号、香美市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

  １１番、山崎晃子議員。  

○１１番（山崎晃子君）   この条例は、こども誰でも通園制度ということで、来月か

ら新しくこの事業が開始されるわけですけれども、広報３月号にも少しは出ておりまし

たが、本市はどこが受入れをするのか、それから、対象者の把握はできているのかとい

う点。また、第３条には１時間当たりの利用定員などの項目も出ておるわけですけれど

も、その定員の決め方、１時間当たりの利用料等、こども誰でも通園制度に関しての詳

細をお聞きしたいと思います。  
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○議長（利根健二君）    教育振興課、前田課長。  

○教育振興課長（前田薫君）    お答えします。  

  まず、本市はどこで受け入れるかということになりますが、本市では香美市立片地保

育園において実施いたします。次に、対象者の把握はできているのかということでござ

いますが、本市では市内に在住する就園前のお子さんのうち、特定の施設に在籍をして

いない未就園児を主な対象として調査を実施いたしました結果、対象者は約３０人とな

っております。次に、１時間当たりの利用定員の決め方はということですが、本市につ

きましては既存保育施設の余裕活用型を採用しておりますので、実施園の在籍園児数に

変動が生じ、保育士の配置基準を満たした上で、受入れが可能なスペースや人的資源に

余裕がある場合に、その範囲内で利用を受け入れる方針となっております。最後に、１

時間当たりの利用料につきましては、利用料３００円と設定いたしております。国が示

す本制度の利用料目安が、おおむね１時間当たり３００円であること、また、利用者の

負担軽減を図りつつ、事業運営に必要な経費の一部を賄うことを考慮し、総合的に判断

したものとなっております。  

  以上でございます。 

○議長（利根健二君）    １１番、山崎晃子議員。  

○１１番（山崎晃子君）   関連でお聞きいたしますけれども、片地保育園の体制とし

ては、空きスペース、空きを利用するということですので、新たな保育士の配置ではな

くということかと思うんですけれども、そうなりますと、空きがなかったら受入れがで

きないことになりますよね、その辺りの確認と、実際に希望者がいたときには、受入れ

できないようなことが出てくるかと思うんですけれども、その辺りは今後のことになろ

うかと思いますが、どのように考えていますでしょうか。  

○議長（利根健二君）    教育振興課、前田課長。  

○教育振興課長（前田薫君）    お答えします。  

  本市では、先ほども申し上げましたが、実施に当たっては余裕活用型の方式を現状で

は採用しております。これは、定員に余裕が生じた際に、その範囲内で利用を受け入れ

るということで始めさせていただいております。このため、欠員、空きがないことにな

れば、受入れを行うことができないことになりますが、利用状況を常に把握して、定員

に空きが生じるようなことがあれば、広報も行い、本事業に沿った適切な運用に取り組

んでまいりたいと考えております。  

  以上でございます。 

○議長（利根健二君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２１、議案第２６号、香美市立地域福祉センター土佐山田の設置及び管理に関

する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  
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○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２２、議案第２７号、香美市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２３、議案第２８号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２４、議案第２９号、香美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありま

せんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２５、議案第３０号、香美市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２６、議案第３１号、香美市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定

について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２７、議案第３２号、香美市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２８、議案第３３号、香美市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２９、議案第３４号、香美市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

「なし」という声あり  
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○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３０、議案第３５号、香美市保育所条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３１、議案第３６号、香美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３２、議案第３７号、香美市営多目的集会所の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３３、議案第３８号、香美市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定

について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３４、議案第３９号、香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３５、議案第４０号、市有財産の無償貸付けについて、本案について質疑を行

います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３６、議案第４２号、美良布地区集落活動センターの指定管理者の指定につい

て、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３７、議案第４３号、大井平体験実習館の指定管理者の指定について、本案に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３８、議案第４４号、奥物部ふれあいプラザの指定管理者の指定について、本

案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  
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○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第３９、議案第４５号、香美市立高齢者生活福祉センターこづみの指定管理者の

指定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第４０、議案第４６号、香美市立物部歯科診療所の指定管理者の指定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第４１、議案第４７号、市道の路線認定について、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第４２、議案第４８号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第４３、議案第４９号、香美市過疎地域持続的発展計画の策定について、本案に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  以上で、日程第１、議案第５号から、日程第４３、議案第４９号までの質疑は全て終

わりました。  

  各案件は、お手元にお配りしました議案審査付託表のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託いたします。 

  お諮りします。付託しました各案件は、３月１６日までに審査を終えるよう期限をつ

けることにしたいと思います。これに御異議はありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（利根健二君）    異議なしと認めます。よって、付託の案件は、３月１６日ま

でに審査を終えるよう期限をつけることに決定いたしました。  

  以上で、本日の日程は全て終わりました。 

  次の本会議は、３月１７日午前９時３０分に開きます。  

  本日は、これで終了いたします。  

（午前 ９時１９分 散会）  
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